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船舶事故調査報告書 

 

                                   

平成２２年１０月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                                      委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２１年７月１８日（土） １０時４５分ごろ 

発生場所 千葉県館山市洲埼灯台から真方位２６３°１４.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５６.８′ 東経１３９°２８.０′） 

事故調査の経過 

 

平成２１年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

モーターボート Ever
エバー

 Free
フリー

 Ⅱ、５トン未満  

２３５－２９９３２千葉、有限会社ワンズハート 

８.１９ｍ（Lr）×４.４０ｍ×０.５９ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、２２０.６５kＷ、平成５年５月７日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

一級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１１年２月１２日 

  免許証交付日 平成２１年３月５日 

         （平成２６年３月４日まで有効） 

死傷者等 負傷 ３人（同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃ） 

損傷 キャビン窓ガラス破損、操縦席風防破損、船首ハンドレール曲損・スタ

ンション折損、キャビン濡れ損 

事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗船して、神奈川県三浦市三崎港に向けて約

２２ノットで航行中、平成２１年７月１８日１０時４５分ごろ、船首方

から波が打ち込み、キャビンの船首側窓ガラス及びアッパーブリッジの

風防等が破損した。 

同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、船首ハンドレールの近くで甲板上に座って

いたところ、船外に投げ出されたが、本船に救助された。 

 本船は、船長が１１８番通報を行ったのち、自力で航行し、三崎港に

入港した。 

同乗者Ａ、同乗者Ｂ及びキャビンに居た同乗者Ｃは、救急車で病院に

搬送された。 

 同乗者Ａは、右腕及び右足に挫滅創傷を負い、神経切断のため合計約

３か月間の入院加療を要した。また、同乗者Ｂが膝裏に創傷、同乗者Ｃ

が左上腕に創傷を負った。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ４、気温 約２４.５℃    

海象：波高 約１ｍ、南東からの波、波の周期 １１ｓ 
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その他の事項 本船は、船体中央部にキャビンを、後部デッキ下に機関室を、及びキ

ャビン上部にアッパーブリッジをそれぞれ配していた。 

本事故発生時、そのほかの同乗者２人は、アッパーブリッジで操船し

ていた船長の横に座っていた。 

船長及び同乗者全員は、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

あり 

本船は、南南西の風が吹き、南東方から波高

約１ｍの波浪が寄せる状況下、相模灘を北進し

ていたものと考えられる。 

本船は、キャビンの船首側窓ガラス及びアッ

パーブリッジの風防が破損していること、船首

の甲板上にいた同乗者が船外に投げ出されたこ

と、船首のハンドレール及びスタンションに損

傷が生じていること、及びキャビンに濡れ損が

生じていることから、船首方から波が船内に打

ち込んだものと考えられる。 

本船は、右舷後方から追い波を受ける態勢で

航行しており、船首方から波が船内に打ち込む

状況については、船長から情報が十分に得られ

なかったことから、その経緯を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、相模灘において北進中、船首方から波が船内に打

ち込んだことにより発生したものと考えられる。 

 




